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「かつ・かいしゅう」のご提案 



 

 

 

 

 

 

「報酬口座振替システム」のご提案 
 

 

 

 拝啓 時下ますますご隆昌のこととお喜び申しあげます。 

 さて、大同生命の関連会社である当社は、集金代行会社として預金口座振替システム

と、全国金融機関との全国最大規模のネットワーク（略称：ＮＳＳネット）により、皆さまの

集金業務を低廉な価格でお引き受けしております。 

  このたびご提案いたします「報酬口座振替システム」は、税理士報酬の集金業務合理

化を目的に東北税協共済会の制度として平成１８年４月に発足しました。 

このシステムにより、関与先からの報酬（月決報酬、臨時報酬、立替金等）は関与先の

預金口座から自動的に振替えられ、会員の預金口座へ毎月定期的に振込まれます。 

集金業務の省力化、管理業務の効率化さらには資金管理の合理化にご採用賜りたく

ご提案申しあげます。 

何卒ご検討のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

敬 具 
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１． 「報酬口座振替システム」採用のメリット 

 

（１）コストの削減と事務の効率化 

当社が集金業務の一切を代行しますので会員事務所での集金業務がなくなり、人件費や交通費、

送金費など、コスト削減が図れます。 

また、請求書の作成・発送・入金処理・領収書発行・未入金チェックなど管理業務も大幅に軽減され

ます。 

 

（２）資金管理の合理化 

関与先の預金口座から自動振替されるため、集金（入金）率が向上し、かつ所定の日に一括して入

金されますので、資金計画もたてやすく事業計画もより確かなものになります。 

 

（３）関与先サービスの向上 

小切手の振出し、送金手配など関与先の送金（支払）業務・経費が軽減されますので、関与先サービ

スの向上とともに、会員事務所のイメージアップにもつながります。また、関与先の口座振替にかか

わる手数料負担はありません。 

 

 

２． 充実した取扱い金融機関（ＮＳＳネット） 

 

全国の都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協など、

金融機関の５０，０００を超える本支店で預金口座振替のお取扱いができます。全国最大規模のネッ

トワークです。 

 

 ＮＳＳネット 

都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行 全行 

信用金庫、労働金庫 全金庫 

信用組合 １９７組合 

農業協同組合 全組合 

 

ただし、８日振替は下記金融機関はお取扱いできません。 

信託銀行 全行 

地方銀行 群馬銀行、足利銀行、山梨中央銀行、北陸銀行、北國銀

行、福井銀行、十六銀行、佐賀銀行、肥後銀行 

第二地方銀行 名古屋銀行、香川銀行、愛媛銀行、高知銀行 

労働金庫 全金庫 

農業協同組合 全組合 
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※通帳印字 口座振替時にお支払者の通帳に下記のように印字されます。 

 

 

但し、通帳印字対応の金融機関に限ります。通帳印字未対応金融機関の場合は「ニホンシステム」

または「ニホンシステムシユウノウ」となります。 

 

 

 

３．インターネット扱「かつ・かいしゅう」（商標登録 第４４３１０７６号）の特徴   

 

インターネットを本格的に活用した「報酬口座振替システム」インターネット扱「かつ・かいしゅう」は当

社が業界に先駆けて開発した利便性の高いシステムです。 

 

 

（１）書類やフロッピーディスクなどが不要 

インターネットを活用することにより、口座振替に必要なデータ処理はすべて会員事務所のパソ

コンでの入力処理とプリント処理で完結します。書類やフロッピーディスクなどの作成・送付は不

要です。 

 

（２） 振替結果のご通知・振替金の送金がスピードアップ 

インターネットの活用と、各金融機関との間を結ぶデータ伝送ネットワークにより、振替日から４

営業日後に会員事務所のパソコン画面で振替結果を確認、プリント出力することができます。ま

た、振替金は振替日から６営業日後に精算のうえ会員事務所のご指定口座に送金いたします。 

 

（３）業界最高水準のセキュリティシステム 

インターネットは、誰でも簡単に利用できるという利点がある反面、第三者から不正なアクセスを

受ける可能性も否定できません。当社は、西日本電信電話会社（ＮＴＴ西日本）の全面的な支援

をえて最新のセキュリティシステムを構築しました。また、同社の２４時間セキュリティ監視サービ

スを導入するなど、皆さまに安心してご利用いただけるようセキュリティには万全を期しておりま

す。 

 

 ＮＳＳ．ゼイリシホウシユウ 
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４．仕組みと処理日程 
 

（１）仕組み 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北税協共済会  

会   員  関   与   先 

日本システム収納株式会社 

（略称：ＮＳＳ） 

会   員 

の 

取引金融機関 

関   与   先 

の 

取引金融機関 

「システム」 

利用の申込 

（取次） 

②口座振替の申込 

③振替請求データの登録 

⑤振替請求処理完了のメール通知  
（振替請求明細書の内容確認） 

⑧振替結果のメール通知  
（口座振替結果、精算書の内容確認） 

⑥振替案内 
はがき送付 

（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

①口座振替 
の依頼 

（届出代行あり・ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

⑨会員指定口座 
への振込 

⑦口座振替 

④振替請求 
の手配 

インターネット 
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（２）処理日程  （詳細は年間スケジュール表でご確認ください。） 

関与先のご指定口座からの振替日は毎月８日と２２日のいずれかです。お申込み時に振替日を

一つ選択していただきます。 

日  程       処  理     内            容 

前月８日 

 （前月２２日） 

 

 

 

振替のお申込み 

  

［関与先］ 

①「預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、金融

機関の窓口に提出していただき、事務所用控え（コピー）

に金融機関受領印を受領します。 （注） 

［会員事務所］ 

②関与先から「預金口座振替依頼書」（控え）を回収し、事務

所で保管していただきます。 

前月２５日頃 

(当月５日頃) 

振替請求データ 

の登録 

［会員事務所］ 

③パソコンから振替口座、金額の登録をしていただきます。 

＊登録締切日は年間スケジュール表でご確認ください。 

前月２９日頃 

(当月１０日頃) 

 

 

振替請求の手配 

［当社］ 

④金融機関へ請求手配をします。 

⑤会員事務所へ請求手配が完了したことを E メールで通知し

ます。 

［会員事務所］ 

パソコンから振替請求明細を確認・プリントできます。 

当月３日頃 

(当月１５日頃) 

振替案内はがき 

の送付 

［当社］ 

⑥関与先へ「報酬口座振替のご案内」はがきを郵送します。 

(オプション)  

当月８日 

(当月２２日) 

関与先口座から 

の振替 

［金融機関］ 

⑦関与先のご指定口座から振替請求金額を振替えます。 

（８日、２２日が休日の場合は翌営業日） 

 

 

振替日の 

３営業日後 

 

 

 

振替結果データの

確認 

 

［当社］ 

⑧会員事務所へ振替結果の確認可能通知をEメールで連絡

します。 

［会員事務所］ 

パソコンから振替結果、振替金精算の内容が確認・プリン

トできます。  

振替日の 

６営業日後 

精算金の送金 ［当社］ 

⑨精算金を会員事務所のご指定口座に振込送金します。 

＊日程欄の（ ）内の期日は振替日が２２日の場合です。 

（注） 金融機関への提出はご希望により当社で届出代行します。（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 
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５．ご利用料金 

 

基本料金 税抜き 消費税込 

ＮＳＳ事務手数料 一関与先につき ７５円 ７８．７５円

金融機関口座振替手数料 一関与先につき ３５円 ３６．７５円

基本手数料（月額） 一会員につき ２０００円 ２１００円

 

オプション料金 税抜き 消費税込 

プライバシー保護対応はがき 一関与先につき １５円 １５.７５円

預金口座振替依頼書届出代行料 無     料 

報酬口座振替請求明細書 一部 １００円 １０５円

報酬口座振替結果報告書兼振込通知（精算書） １００円 １０５円

(注)オプションの郵送物につきましては、別途郵券料（実費）が必要です。 

 

６．ご利用のお申込みと手続 

 

（１）ホームページからのお申込み 

「報酬口座振替システム」はインターネットの当社ホームページから委託申込画面に入力し、お申

込みいただきます。 

当社ホームページ  ｈｔｔｐ：//www.nss-jp.com 

共済会への「自動集金サービス利用申込書」（共済会帳票）のお申込みにより、共済会から当社

に連絡があり次第、申込手続に必要な資料（パスワードや委託申込の入力操作ガイド）を郵送い

たします。 

 

（２）お申込み内容のご確認 

お申込みから３営業日以内に、上記（１）で入力された委託申込書を当社から郵送しますので、お

申込み内容をご確認いただき、ご捺印のうえご返送いただきます。 

 

（３）サービス開始のご連絡 

委託申込書が当社に到着後５営業日以内にインターネット扱「かつ・かいしゅう」サービス開始通

知書（利用者ＩＤ、専用パスワードのお知らせ）を郵送します。その日からご利用できます。 

 

（４）サービス開始後の手続き 

上記（３）の利用者ＩＤ、専用パスワードでインターネット扱「かつ・かいしゅう」にアクセスし、関与先

情報や月決報酬・臨時報酬等を登録していただきます。 
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７．ご利用について 

 

（１）事前にご確認いただきたいこと 

インターネット環境について 

当社の「報酬口座振替システム」は、インターネット扱「かつ・かいしゅう」とＥメールでご利用いた

だきます。 

・ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ９５以降、ＷｉｎｄｏｗｓＭｅ、Ｗｉｎｄｏｗｓ 2000professonal、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ 

・ブラウザ：Internet Explorer V4.0 以降、  NetScape Navigator  

・PDF 表示：Acrobat Reader 4.0 以降 

各種報告書をプリントする場合に必要です。インターネット扱「かつ・かいしゅう」から無償でダ

ウンロードできます。 

・Ｅメール：マイクロソフトのｏｕｔｌｏｏｋなど 

当社からのお知らせはＥメールで行います。 

 

（２）「預金口座振替依頼書」の金融機関への提出 

「預金口座振替依頼書」は記入要領に従いご記入後、控え（コピー）を添えて金融機関の窓口へ

ご持参いただき、控え（コピー）の｢金融機関受付印」欄に、金融機関の受領印を受けてください。 

「預金口座振替依頼書」の金融機関への提出は、金融機関の取扱基準により振替月の前月２５

日までに完了してください。（注２） 

締切日までに正当な「預金口座振替依頼書」が、金融機関に提出されていない場合は振替され

ませんのでご注意ください。 

控え（コピー）は事務所で保管し、インターネット扱「かつ・かいしゅう」で関与先情報の登録を行っ

てください。 

（注１）金融機関への提出はご希望により当社で届出代行します。（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

（注２）当社に届出代行を依頼される場合、依頼書の締切日は振替日の約 1 ヶ月前です。 

詳しくは口座振替日程で確認願います。 

 

（３）振替請求データの登録 

①利用者ＩＤ（事務所コード）とパスワード 

インターネット扱「かつ・かいしゅう」をご利用いただくために利用者ＩＤと専用パスワードを書面

で通知します。利用者ＩＤと専用パスワードを他人に知られた場合はデータが改ざんされる恐

れがありますので、他人に知られないようにご注意ください。 

 

②振替請求データの登録 

関与先データ、報酬額などの口座振替に必要なデータはすべて、インターネット扱「かつ・か

いしゅう」から登録していただきます。データの変更・修正は登録締切日まで何回でも可能で

す。万一登録内容にエラーがある場合は、その都度エラーメッセージで通知しますので内容

をご確認のうえ再度登録願います。 

振替請求データの登録締切り後は内容の修正および変更は一切できません。 

（注１） 
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（４）データ受付の確認通知 

インターネット扱「かつ・かいしゅう」でデータ登録が正常に行われた場合、一両日中に当社か

らデータ登録受付状況を E メールで通知します。 

  

 

 （５）データの当社での訂正・変更 

合併・閉鎖など金融機関の事情による金融機関・支店・口座の変更は、当該金融機関から当

社に連絡があった場合に限り、当社で変更処理を行います。このときは会員事務所に E メー

ルで通知します。変更前後の内容はインターネット扱「かつ・かいしゅう」でご確認いただけま

す。 

 

 

８．操作方法について 

 

『インターネット扱「かつ・かいしゅう」操作ガイド』（ＰＤＦファイル）をご覧ください。 
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用語のご説明 

 

・ 預金口座振替依頼書(依頼書) 

全国銀行協会連合会の「預金口座振替事務取扱基準」（以下、「取扱基準」）により、当社（収

納会社）が代金等を口座振替する場合は、「預金口座振替依頼書」を初回振替日の２０日前

までに関与先の指定する金融機関の本支店に提出することとされています。 

 

・ 口座振替請求（振替請求） 

当社から金融機関に口座振替に必要なデータを提出することをいいます。会員事務所へは

「報酬口座振替請求明細書」をインターネットで提供します。「取扱基準」では、関与先の口座、

振替額、振替日などのデータ（振替請求データ）を振替日の５営業日前までに金融機関に提

出することとされています。 

 

・ 口座振替不能 (振替不能) 

口座振替請求の結果、金融機関で口座振替ができなかったことをいいます。会員事務所へ

は「報酬口座振替不能明細書」をインターネットで提供します。振替不能となる原因には関与

先口座の資金不足や、「預金口座振替依頼書」が金融機関に提出されていなかった場合など

があります。振替不能になった場合、翌月の振替請求金額に合算して（翌月分の振替請求が

ない場合は振替不能金額のみ）振替請求をすることができます。 

 

・ 金融機関手数料 

当社から金融機関に口座振替請求をした場合、振替結果に関係なく、金融機関手数料が必

要となります。金融機関手数料は実費を会員事務所でご負担いただきます。 

 

・ 振替金と精算金 

振替金とは口座振替ができた金額をいいます。口座振替請求した金額（振替請求額）から振

替できなかった金額（振替不能額）を差し引いた金額が振替金となります。また、振替金から

ご利用経費（当社手数料、金融機関手数料等）を差し引いた金額を精算金として会員事務所

のご指定口座に振込送金します。あわせて、「振込通知書」をインターネットで提供します。 

 

お問合せ先 

 

 

 

 

 

 

 

〒５６４－８５２３ 

大阪府吹田市江坂町１―２３―１０１ 

日本システム収納株式会社 ＴＥＬ ０１２０－８０００３９（フリーダイヤル） 

             業務課 Ｅ-mail nss-mail@nss-jp.com 

                    ＦＡＸ ０６－６３８５－９０８０ 


